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漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
七
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
内
水

面
に
お
け
る
第
五
種
共
同
漁
業
権
の
遊
漁
規
則
の
変
更
を
認
可
し
た
。 
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六
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広
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一 

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所 

 

１ 

名
称 

 
 
 

太
田
川
漁
業
協
同
組
合 

 

２ 

住
所 

 
 
 

広
島
市
安
佐
北
区
可
部
町
大
字
今
井
田
四
一
八
―
八
一 

二 

免
許
番
号 

 
 

内
水
共
第
二
十
三
号
、
第
二
十
四
号
及
び
第
二
十
五
号 

三 

変
更
の
内
容 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

四 

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日 

令
和
四
年
五
月
十
七
日 

 



改 正 後 改 正 前 
（漁具、漁法、漁場の制限） 
第３条 次の表のア欄に掲げる漁具，漁法による遊漁は，イ欄に掲げる
規模の範囲内でなければならない。 

ア 漁具、漁法 イ 規 模 

た も 網 網は口径１メートル以下 
か に 籠 1人３ヶ以下 

２ （略） 
３ あゆを対象とする友釣りにおいてのオトリは生きたあゆに限る。 
４ あゆを対象とする竿釣りを行う際は，友釣りを除きリールを使用し 

てはならない。   
５ （略） 
６ （略） 

（漁具、漁法、漁場の制限） 
第３条 次の表のア欄に掲げる漁具，漁法による遊漁は，イ欄に掲げる
規模の範囲内でなければならない。 

ア 漁具、漁法 イ 規 模 

た も 網 網は口径１メートル以下 
か に 籠 １人３ヶ以下 

２ （略） 
３ あゆを対象とする竿釣りを行う際は，リールを使用してはならな 

い。 
  ただし，友釣りにおいて使用する場合はこの限りではない。 
４ （略） 
５ （略） 

（遊漁料の額及び納付方法） 
第７条 
 遊漁料の額は、次に掲げる額に消費税を加算した額とする。 
ただし，遊漁者が中学生以下のときはかに籠を除き無料，75才以上の

方，女性又は障害者手帳を提示された方は，かに籠を除き，次の表に掲
げる額の２分の１の額とし，第３項ただし書に規定する方法により納付
するときは，次の表に掲げる額に500円を加算した額とする。 

魚種 漁具，漁法 遊漁料 

あ ゆ 
手釣，竿釣（ころがし，
しゃくりを含む），たも網 

１日  2,800円 
１年 11,000円 

うなぎ 
手釣，竿釣，うなぎ筒，は
えなわ，つけ針 

１日  1,000円 
１年  2,900円 

ふ な 
手釣，竿釣，たも網 

こ い 
ま す 手釣，竿釣 

もくずがに かに籠 １年  3,000円 
 

（遊漁料の額及び納付方法） 
第７条 
 遊漁料の額は、次に掲げる額に消費税を加算した額とする。 
ただし，遊漁者が中学生以下のときは無料，75才以上の方，女性又は

障害者手帳を提示された方は，かに籠を除き，次の表に掲げる額の２分
の１の額とし，第３項ただし書に規定する方法により納付するときは，
次の表に掲げる額に500円を加算した額とする。 

魚種 漁具，漁法 遊漁料 

あ ゆ 
手釣，竿釣（ころがし，
しゃくりを含む），たも網 

１日  2,800円 
１年 11,000円 

うなぎ 
手釣，竿釣，うなぎ筒，は
えなわ，つけ針 

１日  1,000円 
１年  2,900円 

ふ な 
手釣，竿釣，たも網 

こ い 
ま す 手釣，竿釣 

もくずがに かに籠 １年  3,000円 
 

 


